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発表の目的と構成

本発表の目的

→自動運転に関する日本の現行法制の概要について説明

①(前提)自動運転レベルについて

②日本の自動運転に関する法規制・法改正の概要

③事故発生時の法的責任の概要



自動運転レベル（SAE）

出典：国土交通省(https://www.mlit.go.jp/common/001226541.pdf)



出典：国土交通省「公道での自動運転の申請に関する手引き」(https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001749833.pdf)



日本の自動運転法制に関する概要
・包括的な「自動運転法」という法律は存在していない⇒既存法令の改正で対応

・「自動運行装置」 ⇒レベル3の走行が法的に可能になった

・「特定自動運行」 ⇒レベル4の走行が法的に可能になった

出典：国土交通省
「自動運転車の安
全性能確保策に関
する現行制度等に
ついて」4頁
(https://www.mlit.go.j
p/jidosha/content/00

1851520.pdf)



保安基準・型式認定

出典：国土交通省「自動運転車の安全性能確保策に関する現行制度等について」2頁 (https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001851520.pdf)



保安基準の緩和

出典：国土交通省「公道での自動運転の申請に関する手引き」(https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001749833.pdf)



自動運行装置について

自動運行装置の定義規定

道路運送車両法 第４１条２項

『前項第二十号の「自動運行装置」とは、プログラム（電子計算機（入出力
装置を含む。この項及び第九十九条の三第一項第一号を除き、以下同じ。）
に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされた
ものをいう。以下同じ。）により自動的に自動車を運行させるために必要な、
自動車の運行時の状態及び周囲の状況を検知するためのセンサー並びに当該
センサーから送信された情報を処理するための電子計算機及びプログラムを
主たる構成要素とする装置であつて、当該装置ごとに国土交通大臣が付する
条件で使用される場合において、自動車を運行する者の操縦に係る認知、予
測、判断及び操作に係る能力の全部を代替する機能を有し、かつ、当該機能
の作動状態の確認に必要な情報を記録するための装置を備えるものをいう』



出典：国土交通省「自動運転車の安全性能確保策に関する現行制度等について」6頁 (https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001851520.pdf)



特定自動運行

特定自動運行の定義規定

道路交通法 第２条１項１７号の２ 特定自動運行

道路において、自動運行装置（当該自動運行装置を備えている自動車が第六十
二条に規定する整備不良車両に該当することとなつたとき又は当該自動運行装
置の使用が当該自動運行装置に係る使用条件（道路運送車両法第四十一条第二
項に規定する条件をいう。以下同じ。）を満たさないこととなつたときに、直
ちに自動的に安全な方法で当該自動車を停止させることができるものに限
る。）を当該自動運行装置に係る使用条件で使用して当該自動運行装置を備え
ている自動車を運行すること（当該自動車の運行中の道路、交通及び当該自動
車の状況に応じて当該自動車の装置を操作する者がいる場合のものを除く。）
をいう



特定自動運行の許可制

出典：警察庁「特定自動運行に係る許可制度の創設について」(https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001485116.pdf)



事故発生時の責任構造

出典：デジタル庁「AI時代における自動運転車の社会的ルールの在り方検討サブワーキンググループ」第6回事務局資料6頁
(https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/1fd724f2-4206-4998-a4c0-
60395fd0fa95/0d5bd733/20240523_meeting_mobility-subworking-group_outline_03.pdf)



事故発生時の責任構造
(民事責任・自賠法)

① 不法行為(民法709条)・自動車賠償責任法(自賠法)

⑴ 運行供用者

(当面の間)「従来の（自賠責法上の）運行供用者責任を維持」

∵被害者救済、自動車所有者に運行支配及び運行利益があること

⑵ 運転者及び運行供用者の過失

運転に関しては現在と同等の義務は負わなくなると考えられるが、

自動車の点検整備に関する義務は負う

→レベル3 自動運行装置の使用条件を満たさなくなった場合に

自動車の装置を確実に操作することが出来る状態

あること等

→レベル４ 運転者に課される義務が「直ちには」課されない



事故発生時の責任構造
(民事責任・PL法・製造物)

② 製造物責任法(PL法)上の責任

⑴ 「製造物」(PL法2条1項) ： 有体物である必要がある

→ソフトウェア(≠有体物)≠製造物

→ソフトウェアを組み込んだ自動運転車=製造物

⇒ソフトウェアの不具合による事故の製造物責任は、自動車メーカー

が負う可能性が高い

（ソフトウェアメーカーの責任は自動車メーカーへの債務不履行等）



事故発生時の責任構造
(民事責任・PL法・欠陥)

⑵ 「欠陥」(PL法2条2項)

ⅰ 製造上、設計上の欠陥

→自動運転車の安全確保に関するガイドライン等

ⅱ 指示・警告上の欠陥

・レベル2→運転支援機能の効果は環境条件により変わり、常に同じ性

能が発揮できるものではないこと

・レベル3→自動運転中、車両からの運転交替要請（聴覚・視覚または触覚

への働きかけ）がある場合には、すぐに運転制御をシステム

と交替する必要があること等

・レベル4→ODDの内容に沿った走行ルート・運行環境で当該車両が利用さ

れるよう設定され、常にその状態が確認されるべきこと



まとめ

本発表の目的

→自動運転に関する日本の現状と法制度の概要

①自動運転レベルについて

→5段階のレベルに分かれており、現行法上可能な走行態様は

レベル4まで

②日本の自動運転に関する法規制・法改正の概要

→道路交通法等の既存法令の改正で対応

「自動運行装置」及び「特定自動運行」という新たな規定

③事故発生時の法的責任の概要

→過渡的には、従前の車両と同じように、法的責任を負う
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